
●当組合の位置づけ 

私たち下越福祉行政組合は、 

新潟県下越地域に位置する 

地方公共団体で、入所型の 

福祉施設を中心に福祉事業 

を実施しています。 

職員は地方公務員です。 

●組合を構成する市町村 

新発田市、村上市、新潟市、 

阿賀野市、胎内市、聖籠町、 

関川村、粟島浦村 

 注）新潟市は、旧豊栄市の区域 

●事業の内容 

障害者支援施設・福祉型障害児入所施設「中井さくら園」と、救護

施設「ひまわり荘」の設置・管理を行っています。 

2つの施設では、利用者が生きがいをもって安心・安全に生活するこ

とができるように、施設運営の充実と処遇の向上に努めています。 
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●救護施設 ひまわり荘 

  （胎内市塩沢２７９） 

独立して生活を営むことの出来 

ない要保護者の生活扶助を行 

い、自らの力で生活できるよう保 

護、指導することを目的としてい 

ます。 

●障害者支援施設・ 

福祉型障害児入所施設 

中井さくら園 

 （新発田市小舟町２－９－１３） 

主に知的障害者を保護すると 

ともに、その自立に必要な支 

援及び訓練を行うことを目的と 

しています。 

  ○施設の紹介○ 

 



 

 

問い合わせ先 

下越福祉行政組合 事務局 総務課 

 957-0006 新潟県新発田市中田町 3 丁目 30 番地 2  

 電話番号  0254-26-1501 

 E-mail   syomu@shibata-kouiki.jp 
令和 8年 4月発行 

○勤務条件○ 

 

●給 与（令和 8年 4月 1日現在） 

・4年制大学卒業者：237,579円 

・高等学校卒業者：206,018円 

※給与は、組合条例の規定により支給。 

採用前の就業期間等の前歴による加算あり。 

また、上記は給料に調整額を含めた金額。 

●賞 与：年 2 回 ※令和 7年度合計＝4.65 月分 

●手 当：通勤手当、扶養手当、住居手当等を状況により支給 

●休日・休暇：年間 138日（令和 7年実績） 

※休日は 123日、休暇は 15日（年次有給休暇と夏季休暇の平均取得日数） 

※年次有給休暇は年 20日付与（採用年のみ 15日付与） 

※この他にも特別休暇（出産・結婚・子の看護・忌引など）や育児休業などが取得可能 

  

 詳細は HP・Xへ！ ～HPには、先輩職員からのメッセージも掲載♪～ 

組合 HP⇒https://www.shibata-kouiki.jp/ 

組合 X⇒https://x.com/shibata_kouiki 

 

 

【職務経験がある場合の初任給（例）】 

大学卒業後、民間企業を６年経験し、 

２８歳で採用された場合の初任給 

 ⇒ ２５４，７０３円 

 
※上記は一例であり、職務経験・学歴等により 

金額が加算される場合があります。 

https://x.com/shibata_kouiki

